
令和６年１２月２０日  

事 務 連 絡  

 

 

各都道府県 旧優生保護法補償金等 ご担当者様 

 

 

こども家庭庁成育局母子保健課認定審査係 

 

 

旧優生保護法補償金等に係る周知広報について 

 

 

旧優生保護法補償金等に係る事務につきまして、多大なるご尽力を賜り、厚く御礼申し

上げます。 

 令和７年１月 17 日に施行される「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対す

る補償金等の支給等に関する法律」 （令和６年法律第 70 号。）において、国及び地方公共団

体は、補償金等の支給手続等について周知を行うこととされています。     

こども家庭庁においては、12 月 13 日に旧優生保護法補償金等特設サイト （以下「特設サ

イト」という。）（https://www.cfa.go.jp/kyuyusei-hoshokin）をこども家庭庁ホームペー

ジに開設したところであり、今後、下記のとおり、周知広報を実施する予定です。 

都道府県におかれても、令和６年度補正予算に計上している「旧優生保護補償金等支給

等業務都道府県事務取扱交付金」を活用して、積極的な周知広報をお願いいたします。 

また、令和元年度から各都道府県にご協力頂いている一時金制度の情報入手方法に係る

アンケート（請求者等が何を見て一時金制度のことを知ったか。）の集計結果について、別

添のとおりお送りしますので、今後の周知広報の参考としていただきますようお願いいた

します。 

 

記 

 

○ ポスター・リーフレット 

  以下について、各都道府県から伺った希望部数のとおり、令和７年１月 10 日頃に各都

道府県に到着するよう発送する予定です。(適宜、関係機関への送付をお願いいたしま

す。) 

また、電子媒体についても、特設サイトに掲載する予定です。 

・ ポスター（Ｂ２判） 

・ リーフレット＜一般版＞（Ａ４判） 

・ リーフレット＜分かりやすい版＞（Ａ３判を二つ折り） 

 

 



○ 新聞広告（謝罪広告） 

・ 令和７年１月 17 日に全国紙及び全国の地方紙に掲載予定です。 

 

○テレビ広告（30 秒） 

令和７年１月 17 日～19 日に全国ネット番組６本において放送予定です。 

 

〇ラジオ広告（40 秒） 

令和７年１月 17 日に全国ネット番組４本において放送予定です。 

 

○ 駅デジタルサイネージ（30 秒） 

ＪＲの以下の３８駅で、令和７年１月 20 日～26 日に放映される予定です。 

＜３８駅の内訳＞ 

 ・札幌 

 ・新宿、五反田、東京、秋葉原、高輪ゲートウェイ、品川、池袋、巣鴨、大宮、浦和、 

横浜、桜木町、吉祥寺、西武髙田馬場、有楽町、赤羽、恵比寿、上野、八王子 

 ・名古屋 

 ・大阪、京都、三ノ宮、天王寺、新大阪、京橋 

 ・高松、松山、徳島、高知 

 ・博多、小倉、佐賀、長崎、熊本、別府、鹿児島中央 

 

○ バス広告（窓上） 

バスの窓上にＢ３判（横）により、全国 47 都道府県において概ね令和７年１月 20 日

以降７～１０日間程度掲示される予定です（バス会社によって多少開始時期が違います）。 

 

○ ＷＥＢ広告（バナー広告） 

Yahoo ブランドパネルにおいて令和７年 1月 20 日～26 日に掲載中です。 （想定表示回数

700 万回） 

 

〇 点字版リーフレット 

希望部数をお聞きしたところですが、印刷可能な部数を、令和７年１月 17 日頃に都道

府県に到着するよう発送する予定です。 

また、点字データを特設サイトに掲載する予定です。 

 

○ 手話・字幕付き動画 

・ 令和７年１月 17 日に特設サイトに掲載予定です。 

 

 

 

別添：情報入手方法に係るアンケート結果 

 



別 添

テレビ 新聞 ラジオ

インター
ネット

（ニュースサ
イト等）

厚生労働省・
都道府県の
ホームページ

政府広報
都道府県・市
町村の広報誌

自治体からの
お知らせ

障害者支援
団体

施設・病院 その他 計

令和元年度 18 15 1 2 0 0 3 3 2 4 4 52

令和２年度 4 10 3 1 2 0 2 4 0 14 2 42

令和３年度 5 4 2 1 3 9 26 2 1 7 0 60

令和４年度 4 4 0 0 0 1 10 3 1 1 3 27

令和５年度 2 2 0 1 0 1 22 3 1 7 0 39

令和６年度 5 0 0 1 0 0 8 0 0 2 0 16 R6.12.1現在

計 38 35 6 6 5 11 71 15 5 35 9 236

（単位：回答数）

※ 複数回答あり。
※ 令和元年度は７月２９日～３月３１日の回答。

情報入手方法に係るアンケート結果


